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集団生活を行う学校では、学校保健法により、学校感染症が定められています。これらの

病気にかかった時は、感染予防のため｢出席停止」の扱いとなり、欠席にはなりません。  

本人のため、他人への感染を防ぐためにも、十分な治療や休養を行いましょう。 

医師からの登校の許可が出ましたら下記の『学校感染症治癒証明書』を提出してください。  

 

 

 

 

 

学校感染症治癒証明書  

 

氏    名：                      

生年月日：平成     年     月     日生   

 

上記の者は、学校感染症と診断されていましたが、治癒しましたのでここに証明いたします。  

すでに、感染の恐れはありませんので、登校に関して差し支えありません。  

 

 

病      名  ：                                          

 

出席停止期間  ：  令和     年     月     日   ～   令和     年     月     日  

 

 

令和     年     月     日  

医療機関名：                              

住     所：                              

医   師   名：                              印   
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